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す
で
に
市
営

住
宅
お
よ
び
県

営
住
宅
の
申
込

み
を
し
て
い
る

方
は
、
５
月　
１２

日
で
申
込
み
の
効
力
を
失
い
ま
す
。

引
き
続
き
、
入
居
希
望
の
方
は
、

次
の
期
間
内
に
再
申
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
同
時
に
新
規
の
方
の
申

込
み
も
受
付
け
し
ま
す
。

▽
申
込
期
間　

４
月
７
日（
月
）〜

　
　

日（
金
）

２５
▽
受
付
時
間　

平
日
の
午
前
８
時

　
　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

３０

▽
申
込
場
所　

建
築
住
宅
課
住
宅

　

管
理
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
地

　

域
整
備
課

▽
入
居
資
格
・
必
要
書
類
（
県
営

住
宅
は
申
込
書
の
み
提
出
で
添

付
書
類
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

①
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し

　

よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
方
。

　

た
だ
し
、
誕
生
日
が
昭
和　

年
３１

　

４
月
１
日
以
前
の
方
や
障
害
者

　

な
ど
は
、
条
件
に
よ
り
単
身
入

　

居
可
能
…
住
民
票
の
謄
本
添
付

②
入
居
者
お
よ
び
同
居
者
の
合
計

　

収
入
が
基
準
内
で
あ
る
方

・
一
般
世
帯　

月
収　

万
円
以
下

２０

…
入
居
者
全
員
の
所
得
が
分
か

る
証
明（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）添
付

・
裁
量
階
層
世
帯　

月
収　

万
８

２６

　

千
円
以
下
…
入
居
者
全
員
の
所

　

得
が
分
か
る
証
明
（
源
泉
徴
収

　

票
な
ど
）
添
付

※
裁
量
階
層
と
は
、
高
齢
者
ま
た

　

は　

歳
未
満
の
世
帯
、
入
居
者

１８

　

ま
た
は
同
居
者
で
障
害
が
あ
る

　

世
帯
、
小
学
校
就
学
前
の
子
ど

　

も
の
い
る
世
帯
等
の
こ
と
で
す
。

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ

　

と
が
明
ら
か
な
方

④
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　

方
…
納
税
証
明
の
添
付
（
申
込

　

み
時
に
配
布
）

⑤
入
居
者
が
暴
力
団
員
等
で
な
い

　

方
…
調
査
同
意
書
の
添
付
（
申

　

込
み
時
に
配
布
）

市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の

市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の 

　
再
申
込
み
と
新
規
申
込
み
を

　
再
申
込
み
と
新
規
申
込
み
を 

　
　
　
　
　
　
　
受
け
付
け
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
受
け
付
け
ま
す 

市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の

市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の 

　
再
申
込
み
と
新
規
申
込
み
を

　
再
申
込
み
と
新
規
申
込
み
を 

　
　
　
　
　
　
　
受
け
付
け
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
受
け
付
け
ま
す 

市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の 

　
再
申
込
み
と
新
規
申
込
み
を 

　
　
　
　
　
　
　
受
け
付
け
ま
す 

申込期間 
4月7日（月）   
  ～25日（金） 

※
平
成　

年　

月
の
「
豊
岡
市
営

１９

１２

住
宅
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

す
る
条
例
等
」
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
市
営
住
宅
に
お
け
る
暴

力
団
を
排
除
す
る
目
的
で
、
警

察
に
暴
力
団
員
で
あ
る
か
否
か

の
照
会
を
す
る
た
め
の
同
意
を

い
た
だ
き
ま
す
。

⑥
連
帯
保
証
人
を
準
備
で
き
る
方

▽
そ
の
他　

募
集
要
項
は
、
３
月

　
　

日
か
ら
建
築
住
宅
課
住
宅
管

１７

　

理
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
地
域

　

整
備
課
で
配
布
し
ま
す
。

　

前
記
の
申
込
み
を
し
た
方
の
、

空
家
住
宅
の
当
選
者
を
決
定
す
る

た
め
に
、
次
の
と
お
り
公
開
抽
選

を
行
い
ま
す
。
な
お
、
併
せ
て
待

機
者
（
補
欠
者
）
の
順
位
も
決
定

し
ま
す
。

▽
抽
選
会
の
参
加
要
件

　

４
月
７
日（
月
）〜　

日（
金
）に

２５

　

申
込
み
を
し
、
受
理
し
た
方
に

　

限
り
ま
す
。

▽
公
開
抽
選
日　

５
月　

日（
日
）

１１

　
【
市
営
住
宅
】
午
前　

時
〜

１０

　
【
県
営
住
宅
】
午
前　

時　

分
〜

１１

３０

▽
抽
選
会
場　

市
民
会
館　

４
階

　

大
会
議
室

▽
持
参
物　

申
込
み
時
に
交
付
す

　

る
「
申
込
受
理
確
認
証
」
が
必

　

要
で
す
。

▽
託
児　

託
児
（
１
歳
半
〜
就
学

　

未
満
）
が
あ
り
ま
す
。
希
望
の

　

方
は
、
４
月　

日（
水
）ま
で
に

３０

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他　

実
際
の
入
居
は
６
月

　

以
降
に
な
り
ま
す
。

　

建
替
え
住
宅
と
し
て
、
出
合
住

宅
（
但
東
町
出
合
）
４
戸
が
３
月

下
旬
に
完
成
す
る
予
定
で
、
内
１

戸
の
空
き
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
住
宅
の
入
居
申
込

み
・
公
開
抽
選
会
は
、
上
記
の
募

集
と
併
せ
て
行
い
ま
す
の
で
、
希

望
の
方
は
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

再
申
込
み
・

新
規
申
込
み
の
受
付

公
開
抽
選
会

募集住宅の内訳

戸数住宅名場所
建物の
構造

１戸
出合住宅
（Ｈ２０建築）

但東町
出合

木造
平屋建

入居
制限

最高家賃最低家賃規格

２人
以上

４８，８００円２９，５００円３ＤＫ

　

市
で
は
、

４
月
か
ら

各
総
合
支

所
に
設
置

し
て
い
た

企
業
分
室

を
廃
止
し
、

企
業
部
本

庁
の
企
業
総
務
課
・
水
道
課
・
下

水
道
課
で
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

水
道
や
下
水
道
に
関
す
る
問
合

せ
先
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
水
道
料
金
に
関

　

す
る
こ
と

・
水
道
の
使
用
を

開
始
す
る
と
き

・
水
道
の
使
用
を
中
止
す
る
と
き

・
使
用
者
ま
た
は
所
有
者
の
名
義

　

を
変
更
す
る
と
き

　

→

企
業
総
務
課
へ

・
宅
地
内
の
工
事（
給
水
装
置
）に

水
道
に
関
す
る
問
合
せ
先

《
申
込
み
・
問
合
せ
》　

建
築
住
宅

課
住
宅
管
理
係

４
月
か
ら

各
総
合
支
所
の
企
業
分

室
を
廃
止
し
、
企
業
部

本
庁
の
企
業
総
務
課
・

水
道
課
・
下
水
道
課
で

業
務
を
行
い
ま
す

出
合
住
宅（
但
東
町
出
合
）

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

▲企業部本庁 (上佐野 )
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４
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　
　

歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
り
、

７５
申
請
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
方
は

　

歳
）
以
上
の
方
は
、
こ
の
制
度

６５の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

証
は
、
市
か
ら
ミ
ニ
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
と
一
緒
に
３
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。
被
保
険
者
証
が
届
か
な
い

場
合
は
、
市
民
課
国
保
医
療
係
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
老
人
保
健
で
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
や

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
に
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
の
認
定
証
や
受
療
証
を
被

保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
以
降
は
、
送
付
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証

で
医
療
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

今
ま
で
の
老
人
保
健
法
医
療
受

給
者
証
や
医
療
保
険
の
被
保
険
者

証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必

ず
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
医
療
機
関
等
の
窓
口
で

の
負
担
割
合
は
老
人
保
健
と
同
様

で
す
が
、
所
得
や
世
帯
の
状
況
に

よ
り
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

老
人
保
健
と
同
様
の
給
付
が
受

け
ら
れ
る
ほ
か
、
葬
祭
費
や
新
た

に
高
額
介
護
合
算
療
養
費
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
給
付
の
申
請
は
今
ま

で
ど
お
り
、
市
民
課
国
保
医
療
係

ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

で
手
続
き
で
き
ま
す
。

　

そ
の
ま
ま
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
が
、
本
人

の
申
請
に
よ
り
障
害
認
定
を
取
り

下
げ
る
こ
と

で
、
被
保
険

者
と
な
ら
な

い
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

そ
の
場
合

は
、
３
月　

日（
月
）ま
で
に
市
民

３１

課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
と
な
っ
た
後
で
も
、
い
つ

で
も
将
来
に
向
け
て
障
害
認
定
を

取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

歳
の
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢

７５

者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
誕
生
日
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
一
定
の
障
害
が
あ
り
、

申
請
に
よ
り
広
域
連
合
の
認
定
を

受
け
た　

歳
以
上
の
方
は
、
認
定

６５

日
か
ら
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
に
賦
課
さ
れ
、
平
成　

年
度

２０

の
保
険
料
率
は
、　

月　

日
発
行

１２

２５

の
市
広
報
第　

号
で
、
保
険
料
の

６５

納
め
方
に
つ
い
て
は
、
２
月　

日
１０

発
行
の
第　

号
で
そ
れ
ぞ
れ
お
知

６８

ら
せ
し
た
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
決
定
通
知
書

は
、
７
月
に
全
員
に
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
方
に
は
、
仮
徴
収
額
の
決
定
通

知
書
を
４
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

（
別
に「
保
険
料
額
の
お
知
ら
せ
」

を
２
月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
）。

後
期
高
齢
者
医
療
の

後
期
高
齢
者
医
療
の 

　
　
　
被
保
険
者
証
を

　
　
　
被
保
険
者
証
を 

　
　
　
　

　
　
　
　
3
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

月
下
旬
に
送
付
し
ま
す 

後
期
高
齢
者
医
療
の

後
期
高
齢
者
医
療
の 

　
　
　
被
保
険
者
証
を

　
　
　
被
保
険
者
証
を 

　
　
　
　

　
　
　
　
3
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

月
下
旬
に
送
付
し
ま
す 

後
期
高
齢
者
医
療
の 

　
　
　
被
保
険
者
証
を 

　
　
　
　
3
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す 

　

関
す
る
こ
と

・
水
道
工
事
に
関
す
る
こ
と

・
水
道
管
の
破
裂
等
を
見
つ
け
た

　

と
き

・
水
道
の
水
質
に
関
す
る
こ
と

　

→

水
道
課
へ

・
下
水
道
使
用

　

料
に
関
す
る

　

こ
と

・
水
洗
便
所
等

　

改
造
資
金
融
資
あ
っ
旋
制
度
に

　

関
す
る
こ
と

・
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

　

制
度
に
関
す
る
こ
と

　

→

企
業
総
務
課
へ

・
宅
地
内
の
工
事
（
排
水
設
備
）

　

に
関
す
る
こ
と

・
下
水
道
工
事
に
関
す
る
こ
と

・
下
水
道
施
設
の
故
障
を
見
つ
け

　

た
と
き

　

→

下
水
道
課
へ

※
料
金
等
の
支
払
い
や
申
請
書
等

　

の
提
出
は
、
各
総
合
支
所
市
民

　

生
活
課
で
も
で
き
ま
す
。

下
水
道
に
関
す
る
問
合
せ
先

《
問
合
せ
》　

企
業
部
（
上
佐
野

　

１
７
８
８
‐
３
）

・
企
業
総
務
課
�　

‐
５
３
７
７

２２

・
水
道
課　
　

�　

‐
５
３
７
９

２２

・
下
水
道
課　

�　

‐
１
８
０
１

２２

《
問
合
せ
》　

市
民
課
国
保
医
療

　

係
、
ま
た
は
兵
庫
県
後
期
高
齢

　

者
医
療
広
域
連
合
事
務
局　

〒

　

６
５
０
‐
０
０
２
１　

神
戸
市

　

中
央
区
三
宮
町
１
丁
目
９
番
１

　

‐
１
２
０
１
号
（
セ
ン
タ
ー
プ

　

ラ
ザ　

階
）

12

　

�
０
７
８
‐
３
２
６
‐
２
６
１
２

●
医
療
機
関
等
で

医
療
を
受
け
る
場
合

●
後
期
高
齢
者
医
療
の
給
付

●
老
人
保
健
の
障
害
認
定
を

　
　

受
け
て
い
る　

歳
以
上

６５

　

歳
未
満
の
方

７５

●
４
月
２
日
以
降
に

後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
と
な
る
方

●
保
険
料
の
通
知

　

こ
の
制
度
の
運
営
は
、
兵
庫
県

内
す
べ
て
の
市
町
が
加
入
す
る

「
兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
」
が
行
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
被
保
険
者
証
の
引
渡

し
や
保
険
料
の
徴
収
、
各
種
届
け

出
、
申
請
の
受
付
等
の
窓
口
業
務

を
行
い
ま
す
。
老
人
保
健
と
同
様

に
、
各
種
届
け
出
や
申
請
は
、
今

ま
で
ど
お
り
市
民
課
国
保
医
療
係

ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

で
手
続
き
で
き
ま
す
。

制
度
の
運
営
主
体
と

市
の
役
割


